


 
Ａ： 基本的には、合併後も旧市町村単位でごみ処理が行われることから、

調査の単位は旧市町村の単位になると考えられる。 

 

Ｑ： 資源物を回収してきてストックヤードで必要があれば手選別をして再

生業者へ出している。これは直接資源化として計上するのか、もしくは

資源化施設から出る資源化として計上すべきなのか。直接資源化の

定義を教えて欲しい。 

 

Ａ： マニュアルに「資源ごみ等で収集後、資源化処理施設を経ずに直接

（保管を含む）再生業者等に搬入されたものは直接資源化に計上」と

ある。この場合は資源化施設による資源化量として計上してください。 

このような実態調査の疑義事項も含めたチェックリストをホームページ

上でも掲載していきたい。 

【その他】 

 
Ｑ： 家電リサイクル法については、不法投棄が継続しており市町村として

困っている。 

 
Ａ： 国に対し国家予算要望などの機会を捉えて、法改正などの要望を行っ

ている。 

 Ｑ： 

仕事の関係などから収集日の前々日からステーションにごみ出しがで

きる地区もある。出しやすくなって良いという意見もあるが、その管理

に労力がいる。ごみ減量化モデル事業の伊勢市の場合、地元自治会

とのトラブルのようなものはないのか？ 

 

Ａ： 伊勢市では現在、自治会にステーションの管理を委託している。自治

会から交代で管理者を出し、フェイストゥフェイスで住民に出し方等を

指導したりして住民同士の交流の場となっている。 

 


